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千葉県社会保険協会のホームページ ➡ https://shaho-chiba.jp 

                                                     スマホ対応してます 

一般財団法人 千葉県社会保険協会 

割引券(補助券)ご利用に際してのお願い 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各施設で様々な対策がとられ

ています。感染状況により、対策が変更されることなどがありますので、
ご予約やお出かけの前に、必ずご利用される施設のホームページ等にて最
新情報をご確認くださいますようお願い申し上げます。 
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会員事業主様へお願い 
一般財団法人千葉県社会保険協会 

日頃から当協会の事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、令和４年度へむけて会員事業所様の現況を確認いたしたく、下記の事項について、変更されている場合、ご連絡

くださいますようお願い申し上げます。 

FAX（043-233-3973）または 当協会ホームページ（https://shaho-chiba.jp）にて変更連絡を受付けております。 

会員情報変更届 
※協会記入欄（ご記入の必要はありません） 

変更年月日       年   月   日  

事 業 所 名  

所 在 地  

※下記欄については、変更事項のあった個所のみご記入ください。 

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 

事業所 

記号     

番号   

フ リ ガ ナ   

事 業 所 名   

所 在 地 

〒 〒 

電 話 番 号   

被保険者数 人 人 

ご不明な点は 電話０４３－２３３－３９７１へお問い合わせください。 

※被保険者数変更のご連絡について 

・令和 4 年 1 月 31 日現在における被保険者数をご連絡ください。  

・被保険者数の変更により年会費額が変更する場合のみご連絡ください。  

・被保険者数が変更していても年会費が同額の場合、ご連絡は不要です。  

・下記の「協会費内訳表」をご参照ください。 

 

 

協会費内訳表 ※年会費額は、被保険者数により決定しています。 

被保険者数  会費年額  被保険者数  会費年額  被保険者数  会費年額  

10 人未満 3,200 円  50～99 人  7,500 円  1,000～1,999 人  43,000 円  

10～19 人 4,500 円  100～299 人  9,600 円  2,000～2,999 人  60,000 円  

20～29 人 5,500 円  300～499 人  14,000 円  3,000～4,999 人  68,000 円  

30～49 人 6,500 円  500～999 人  20,000 円  5,000 人以上  77,000 円  

千葉県社会保険協会 からのお知らせ 

※令和 4 年度協会費払込書は、今回ご連絡いただいた変更届、また当協会から日本年金機構へ開示請求をしたデータをもとに、令和 4 年 1 月 31 日現在

を基準とし令和 4 年 4 月にお送りする予定です。 
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●利用期間 2022(令和 4)年 3 月 19 日(土)~7 月 18 日(祝･月) 

●と こ ろ 木更津市江川海岸 潮干狩り場 📞0438-41-1960（営業時間のみ） 

新木更津市漁業協同組合江川支所 📞0438-41-2234(代)  木更津市江川 576-6 

（旧 江川漁業協同組合）  HP http://egawa-gyokyou.or.jp 

●参加資格 会員事業所の被保険者様とご家族様。※ただし１事業所 25 枚まで 

●入 場 料 入場料より補助料金を差し引いた金額を当日潮干狩場(第一料金所)にてお支払い下さい。 

潮干狩り料金表（綱なし） 

 区分 
契約料金

(団体料金) 
補助料金 窓口支払料金 

大 人 中学生以上 \ 1,700 \ 750 \ 950（２kg まで） 

小 人 4 歳～小学生    \ 850 \ 450 \ 400（１kg まで） 

※大人２kg、小人１kg 以上の採貝は、超過扱いとなり自己負担となります。 

（超過採貝料金：１kg につき 900 円） 

●申込方法  下記の申込書に必要事項をご記入のうえ、補助券送付先を記入した返信用封筒(94 円切手貼付)を必ず同封のうえ、
郵送にて当協会(下記申込先)へお申込みください。※同封いただく返信用封筒にて補助券および潮見表を送ります。 

申込先 
（一財）千葉県社会保険協会 潮干狩り補助券 宛 

〒260-0001 千葉市中央区都町 3－18－13  ☎043-233-3971 

●申込期間 2022(令和 4)年 2 月 1 日(火)から申込受付  ※補助券がなくなり次第、配付を終了いたします。 

 
 
 

下記の時間帯が潮干狩りに適しますが、当日の気象条件により多少変化します。※印の日は、潮干狩りはできません。 

３ 
月 

  19(土) 20(日) 21(祝) 22(火) 23(水) 24(木) 25(金) 26(土) 27(日) 28(月) 29(火) 30(水) 31(木)  

  10:30-13:00 11:00-13:30 11:00-14:30 11:30-15:00 12:00-16:00 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※  

４ 
月 

１(金) 2(土) 3(日) 4(月) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) 9(土) 10(日) 11(月) 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) 16(土) 

10:00-12:30 10:00-13:00 10:30-14:00 11:00-14:30 11:30-15:00 12:00-15:30 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 9:30-12:30 

17(日) 18(月) 19(火) 20(水) 21(木) 22(金) 23(土) 24(日) 25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(祝) 30(土)   

9:30-13:00 9:30-14:00 10:00-14:30 10:30-15:30 11:30-16:00 12:30-16:30 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 9:00-11:30 9:00-12:30   

５ 
月 

1(日) 2(月) 3(祝) ４(祝) ５(祝) 6(金) 7(土) 8(日) 9(月) 10(火) 11(水) 12(木) 13(金) 14(土) 15(日) 16(月) 

9:00-13:00 9:30-13:30 10:00-14:30 10:30-15:00 11:00-15:30 12:00-15:30 13:00-16:00 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 8:00-11:00 8:30-12:00 8:30-13:00 

17(火) 18(水) 19(木) 20(金) 21(土) 22(日) 23(月) 24(火) 25(水) 26(木) 27(金) 28(土) 29(日) 30(月) 31(火)  

9:00-14:00 9:30-14:30 10:30-15:30 11:30-16:00 12:30-16:00 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 8:00-11:30 8:30-12:30 9:00-13:00 9:00-13:30  

６ 
月 

１(火) ２(水) ３(木) 4(土) 5(日) 6(月) 7(火) 8(水) 9(木) 10(金) 11(土) 12(日) 13(月) 14(火) 15(水) 16(木) 

9:30-14:00 10:00-14:30 11:00-15:00 11:30-15:30 12:30-16:00 ※ ※ ※ ※ ※ 7:30-9:30 7:30-11:00 8:00-12:00 8:30-13:00 9:00-14:00 9:30-14:30 

17(木) 18(土) 19(日) 20(月) 21(火) 22(水) 23(木) 24(金) 25(土) 26(日) 27(月) 28(火) 29(水) 30(木)   

10:30-15:00 11:30-16:00 12:30-16:00 ※ ※ ※ ※ ※ 8:00-10:00 8:00-11:00 8:00-12:00 8:30-12:30 9:00-13:30 9:30-13:30   

7 
月 

１(木) 2(土) 3(日) 4(月) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) 9(土) 10(日) 11(月) 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) 16(土) 

10:00-14:30 10:30-14:30 11:30-15:00 12:30-15:00 ※ ※ ※ ※ ※ 7:00-9:30 7:00-10:30 7:30-12:00 8:00-13:00 8:30-13:30 9:30-14:30 10:30-15:00 

17(日) 18(祝)               

11:30-15:30 12:30-15:30               

 

 

江川海岸潮干狩り補助券申込書 

潮干狩り補助券 
大人  枚 

を申込みます。 
小人  枚 

事業所記号  事業所番号 

事 業 所 名 

所 在 地 〒 

T E L  

※返信先記入済の返信用封筒(切手貼付)を必ず 

同封してください。 

※コピー してお申込み ください 

2 0 2 2 (令和 4 )年  潮見表 

きさポン 

期間 2022 年 4 月 16 日(土) 
～6 月 30 日(木) 
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当協会会員事業所の被保険者様と被扶養者様を対象にボウリング利用補助券を配付 

しています。健康維持、運動不足解消にお役立てください。 

◆ 利用期間  

令和 4 年 3 月 31 日（木）まで 

 

◆ 補助券のご利用方法 ◆ 

・下記のボウリング場でご利用できます。 

・利用者 1 人につき、ご利用日１枚限りとなります。  

・利用者 1 人につき、利用合計額が 300 円以上でご利用できます。 

・利用者 1 人につき、利用合計額が 300 円に満たない場合は、ご利用できません。 

（利用料金は、各ボウリング場が提示されている料金となります。一律ではありません。） 

・フロント受付時に補助券を提出し、清算時に補助金額を差し引いた金額をお支払ください。 

・配付枚数は、1 事業所 10 枚までとなります。 

・配付する補助券数に限りがありますので、なくなり次第、終了となります。 

・ボウリングのゲーム以外でのご利用はできません。 

 

◆ 補助券がご利用できるボウリング場 ◆ 

● VEGA アサヒボウリングセンタ― … 千葉市中央区新宿 2-1-5 ……… ℡ 043-242-2331 

● VEGA 八千代店   ……… 八千代市大和田新田 138-6 ……… ℡ 0570-040-777 

● VEGA あすみが丘ボウル ……… 千葉市緑区あすみが丘 7-1 ……… ℡ 043-312-3580 

● VEGA 旭ボウル   ……… 旭市ロ 904-1   ……… ℡ 0479-62-2618 

● VEGA ユーカリ・ボウル ……… 佐倉市ユーカリが丘 3-2-1 ……… ℡ 043-488-1110 

 

◆ 申込方法 ◆ 

下記申込書に必要事項を記入し、返信用封筒(84 円切手貼付)を必ず同封のうえ、下記申込先まで郵送にて 

お申し込みください。 

申 込 先  〒260-0001 千葉市中央区都町 3-18-13  (一財)千葉県社会保険協会 

ボウリング利用補助券  申込書  

事業所記号  事業所番号 

事業所名 

所 在 地 〒 

T E L  担当者名 

申 込 枚 数 

枚 

 

 

 

 

 

 

     ※1 事業所 10 枚まで 

※コピーしてお申込み ください 


